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諮問第２１号説明資料 

電波法施行規則等の一部を改正する省令案 

（150MHz帯 VHFデータ交換装置及び 400MHz 帯デジタル船上通信設備の導入） 

 

１ 諮問の概要  

海上移動業務においては、従来、アナログ音声通信が主体であったが、デジタル通信技術の活用により、データ通信等の高度化

や狭帯域化による周波数ひっ迫の解消を目的として、世界無線通信会議（WRC-12及び WRC-15）において、新たに VHFデータ交換装

置及びデジタル船上通信設備に関する周波数割当てが行われ、また、国際電気通信連合（ITU）の勧告において、その無線設備の技

術基準が定められた。これを受けて、150MHz 帯 VHF データ交換装置及び 400MHz 帯デジタル船上通信設備の国内導入を図るため、

情報通信審議会において、これらの検討が進められ、本年２月に技術的条件が取りまとめられたところである。 

本件は、情報通信審議会からの一部答申を受けて、150MHz 帯 VHF データ交換装置及び 400MHz 帯デジタル船上通信設備の導入に

向けて、必要となる関係規定の整備を行うものである。 

 

 

２ 変更概要  

⑴ 電波法施行規則関係 

  ○ ＶＨＦデータ交換装置の定義を規定【第２条】 

  ○ デジタル船上通信設備が使用する電波の型式及び周波数の規定の整備【第13条の３の３】 

  ○ ＶＨＦデータ交換装置の通信操作を簡易な操作とする規定の整備【第33条】 

  ○ ＶＨＦデータ交換装置の定期検査に係る規定の整備【別表第五号】 

⑵ 無線局免許手続規則関係 

  ○ ＶＨＦデータ交換装置及びデジタル船上通信設備に係る申請書様式の規定の整備【別表第二号第３、別表第二号の二第６及

び別表第二号の三第３】 
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⑶ 無線設備規則の一部を改正する省令案 

 ○ ＶＨＦデータ交換装置の空中線電力の許容偏差に係る規定の整備【第14条】 

  ○ ＶＨＦデータ交換装置及びデジタル船上通信設備が副次的に発する電波等の限度に係る規定の整備【第24条】 

 ○ デジタル船上通信設備の送信空中線に係る規定の整備【第40条の２】 

 ○ ＶＨＦデータ交換装置の技術的条件の規定の整備【第45条の３の６】 

 ○ デジタル船上通信設備の技術的条件の規定の整備【第45条の３の７】 

 ○ ＶＨＦデータ交換装置及びデジタル船上通信設備の周波数の許容偏差に係る規定の整備【別表第一号】 

 〇 ＶＨＦデータ交換装置及びデジタル船上通信設備の占有周波数帯幅の許容値に係る規定の整備【別表第二号】 

 〇 ＶＨＦデータ交換装置及びデジタル船上通信設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る規定の整備【別表第三号】 

 ○ その他規定の整備【第９条の２及び第57条の３の２】 

⑷ 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案 

 ○ ＶＨＦデータ交換装置及びデジタル船上通信設備の特定無線設備に係る規定の整備【第２条、別表第一号及び様式第７号】 

⑸ 登録検査等事業者等規則の一部を改正する省令案 

      ○ ＶＨＦデータ交換装置の検査及び点検の実施項目に係る規定の整備【別表第五号及び別表第七号】 

 

 

３ 施行期日  

答申を受けた場合は、速やかに関係省令を改正予定。（公布日の施行を予定） 

 

 

４ 意見募集結果 

  本件に係る行政手続法（平成５年法律第 88号）第 39条第１項の規定に基づく意見公募の手続については、本年５月 19 

日（土）から６月 18日（月）まで行い、意見の提出は無かった。 
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電波法施行規則等の一部を改正する省令案について
（デジタル海上無線通信設備の導入）

 船舶に搭載されている無線通信機器は、平成11年のGMDSS(全世界的な海上における遭難安全制度）
の完全導入以降、高度化が図られてこなかったところ、この状況に対処するため国際電気通信連合
（ITU）では、世界無線通信会議（WRC-12及びWRC-15）において、一般通信を行う無線通信システム
を対象としてデータ通信の導入や逼迫する周波数を解消するための狭帯域デジタル化が決定された。

 このため、我が国においても高度化された海上無線通信システムの早期の導入に向けて、平成30年2月
に情報通信審議会において、デジタル海上無線通信設備の技術的条件の一部答申（※）を受けた。

 本改正は、当該情報通信審議会からの無線設備の技術的条件の答申内容に基づき、デジタル海上無線通
信設備の導入に向けて、必要な関係省令等の規定を改正するものである。

■改正背景

※ 諮問第50号 「海上無線通信設備の技術的条件」のうち「デジタル海上無線通信設備の技術的条件」のうち「150MHz帯デジタ
ルデータ通信設備及び400MHz帯デジタル船上通信設備の技術的条件」（平成30年2月13日）

(1) VHFデータ交換装置の導入

国際的な海上移動業務の無線周波数である150MHz帯を使用し、陸上と船舶との間又は船舶相互間に
おいて、データ通信を活用することにより、航行の安全の確保だけでなく、各種業務の効率化など、通信
の高度化を実現。

(2) デジタル船上通信設備の導入

主に船内での各種点検や作業指示など乗組員の相互連絡に利用されている船上通信設備について、狭帯
域デジタル通信方式を導入することにより、使用チャネル数の増加を図るなど、周波数の有効利用を促進。

■ 導入するデジタル海上無線通信設備
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海上無線通信設備の概要

150MHz帯 国際VHF

 海上において、船舶の安全のために使用する国際的な無
線機（アナログ音声通信）で通称「国際VHF」と呼ばれて
いる。

 使用周波数は、全世界で共通に使用できるようITU-Rの
RR（無線通信規則）で、無線機の規格は、SOLAS条約で
定められており、100トン以上の船舶には、国際VHFの搭
載が義務付けられている。

 大型船舶は、25W出力の大きい固定型の無線機器が搭載
されており、小型船舶には、小型で携帯型で出力の小さい
5Wの無線機が搭載されているケースが多い。

400MHz帯 船上通信設備

 船上通信設備は、コンテナ船、自動車船、タンカー、長
距離フェリーなど大型船に用いられることが多く、一般通
信用に船舶内で船員同士が利用しており、ブリッジや乗組
員居住区、客室区画、機関室など船内の広範囲において主
な通信手段となっている。

 無線設備は、2W出力によるアナログ音声通信であり、
船内の広範囲で使用する場合は、有線を使った中継方式に
より、船内の隅々まで通信が可能となるよう工夫して利用
されている。

国際VHFの無線機の例

船上通信設備の無線機の例
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（１） 150MHz帯ＶＨＦデータ交換装置の導入

（船会社）

・ 遠隔医療アドバイス
・ 娯楽
・ソフトウェアアップデート

・ 海上安全情報
・ 船舶交通情報
・ 運行監視支援

・船の運航状態の管理
・船内状態の管理

（海上保安庁）

船舶動向のリアルタイム管理

・ 気象・海象情報
・ 船舶位置・状態情報

相互の情報提供

船内居住環境の向上

海岸局

VHFデータ交換装置の活用イメージ
■ データ通信による高度化

 データ通信が陸上で飛躍的に発展している状況を
踏まえ、海上においてもデジタルデバイドの解消の
ためにデータ通信を可能とするシステムの導入が望
まれ、現在のアナログ音声用の周波数の一部をデー
タ通信用として利用することが、世界無線通信会議
（WRC-12）で決定された。

 今後、データ通信の活用により、海上における人
命の安全の向上、さらには、物流の効率化、船内居
住環境の向上などが期待される。

156 157.45 160.6 160.95 161.475 162.05

： 海上移動業務 （アナログ音声通信）

： 海上移動業務 （データ通信用）

［MHz］

【VHFデータ交換装置用の周波数】

80 21 81 22 2382 83CH番号

［MHz］

船舶局側（150MHz帯）

海岸局側（160MHz帯）

80 21 81 22 2382 83CH番号

［MHｚ］

最大100kHz幅で使用 最大50kHz幅で使用

157.025

161.625

157.050 157.075 157.100 157.125 157.150 157.175

161.650 161.675 161.700 161.725 161.750 161.775

最大50kHz幅で使用最大100kHz幅で使用

25kHz幅

： 固定／陸上移動業務等

・ 漁獲情報
・ 定時連絡
・ 家族との連絡

【150MHz帯周波数配置】

船舶局

船舶局

海岸局

小型船と大型船の通信

捜索救助通信
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（２） 400MHz帯デジタル船上通信設備の導入

■ 周波数のデジタル・ナロー化

 船上通信設備は、主に船内で各設備の検査や作業指示等、乗組員の相互連絡に利用されているが、使
用チャネル数が少ないことからチャネル数の増加のため、世界無線通信会議（WRC-15）において、
400 MHz帯船上通信設備用の周波数について、従来から割り当てられているアナログ周波数に加え、
狭帯域デジタル通信の周波数を割り当てが決定された。

 国際動向を踏まえ、我が国における船上通信設備の周波数の有効利用を図るため、新たにデジタル変
調方式（4値FSK）の無線システムを導入（アナログ周波数と共用）するものである。

 デジタル・ナロー化により、従来のアナログ用周波数のチャネル数（６波）に比べ、デジタル用周波
数によるチャネル数は、24チャネル確保（4倍）することが可能となり、今後、デジタル通信の利用促
進により、周波数利用効率や利便性の向上が期待される。

変更前の周波数配置

【457/467MHz帯】

変更後の周波数配置

457.525
467.525

457.55
467.55

457.575
467.575

（25kHz） （25kHz）

［MHz］

457.525
467.525（※）

457.55
467.55（※）

457.575
467.575（※）

（25kHz） （25kHz）

［MHz］

（6.25kHz間隔の12波）457.515625
467.515625

457.584375
467.584375

［MHz］

※ 467MHz帯のアナログ用周波数は、

使用されていないため、割当周波数
から削除する。

【457/467MHz帯】

【アナログ用周波数：3波】

457MHz帯 ： 3波
（467MHz帯 ： 削除）

【デジタル用周波数：24波】

457MHz帯 ： 12波
467MHz帯 ： 12波

【アナログ用周波数：6波】

457MHz帯 ： 3波
467MHz帯 ： 3波

無線局数 ： 3604局（船舶局及び船上通信局）
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（３） 関係省令改正の概要

〇 電波法施行規則関係
 VHFデータ交換装置の定義の追加 【第２条】

ＶＨＦデータ交換装置の定義を新たに追加する。
VHFデータ交換装置 船舶局又は海岸局の無線設備であつて、無線通信規則付録第十八の表に掲げる周波数の電波を使用し、船舶局相互間又は船舶局と海岸局との

間においてデジタル変調方式によるデータ交換を行うもの（デジタル選択呼出装置、船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及び捜索救助用
位置指示送信装置を除く。）をいう。

デジタル船上通信設備の周波数等の規定の追加 【第13条の３の3 】

デジタル船上通信設備の電波の型式及び周波数並びに空中線電力を規定を整備する。

 VHFデータ交換装置に係る簡易な操作の規定の追加 【第33条】
VHFデータ交換装置に係る無線設備の通信操作を、無線従事者による操作を不要とする簡易な操作として規定を整備する。

特定船舶局の定期検査に係る対象無線設備の規定の追加 【別表第五号】
特定船舶局の定期検査に係る対象設備にVHFデータ交換装置の無線設備を追加する。

〇 無線設備規則関係
デジタル海上無線通信設備の無線設備に係る技術基準の規定の整備

【第９条の２、第14条、第24条、第40条の２、第45条の３の６、第45条の３の７、第57条の３の２及び別表第一号～別表第三号 】
VHFデータ交換装置及びデジタル船上通信設備に係る無線設備の技術基準を規定を整備する。

〇 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則関係

デジタル海上無線通信設備の特定無線設備に係る規定の整備 【第２条、別表第一号及び様式第７号】
VHFデータ交換装置及びデジタル船上通信設備を特定無線設備として追加するとともに、試験項目及び技術基準適合証明の記

号を規定を整備する。

〇 無線局免許手続規則関係

無線局の免許申請に係る様式の見直し 【別表第二号第３、別表第二号の二第６及び別表第二号の三第３】

無線局事項書及び工事設計書の申請様式にＶＨＦデータ交換装置及びデジタル船上通信設備を追加する。

（下線部は、電波監理審議会への必要的諮問事項を示す。）

VHFデータ交換装置の検査及び点検の実施項目に係る規定の整備 【別表第五号及び別表第七号】

VHFデータ交換装置の検査及び点検に係る実施項目を規定する。

〇 登録検査等事業者等規則関係
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項 目
（１） 150MHz帯VHFデータ交換装置 （２） 400MHz帯デジタル

船上通信設備
改正規定

（※）チャネル幅が25kHzのもの チャネル幅が50kHzのもの チャネル幅が100kHzのもの

周波数

・157.025MHzから157.175MHzま
での25kHz間隔の7波
・161.625MHzから161.775MHzま
での25kHz間隔の7波

・157.0375MHz、157.0625MHz、
157.0875MHz及び157.1625MHz
・161.6375MHz、161.6625MHz、
161.6875MHz及び161.7625MHz

・157.0625MHz
・161.6625MHz

・457.515625MHzから457.584375MHz
までの6.25kHz間隔の12波
・467.515625MHzから467.584375MHz
までの6.25kHz間隔の12波

周波数割当計画

施則第13条の3の3

通信方式 一周波単信方式、二周波単信方式、二周波半複信方式又は二周波複信方式 （時分割多元接続方式）
一周波単信方式、二周波単信方式又は

二周波半複信方式
設則第45条の3の6
設則第45条の3の7

変調方式、
電波の型式、
伝送速度

・π/4DQPSK方式
G1D又はG7D 28.8kbps

・π/8D8PSK方式
G1D又はG7D 43.2kbps

・M16QAM（サブキャリア：16）
D1D又はD7D 153.6kbps

・M16QAM（サブキャリア：32）
D1D又はD7D 307.2kbps

・4値FSK
F1E又はF1D 4.8kbps

施則第13条の3の3
設則第45条の3の6
設則第45条の3の7

周波数許容偏差 ①移動しない無線局 ： ±5×10－６以内 ②移動する無線局 ： ±10×10－６以内 ±1.5×10－６以内 設則別表第一号

占有周波数帯幅
の許容値

・π/4DQPSK 21kHz
・π/8D8PSK 21kHz

・M16QAM（サブキャリア：16）
47kHz

・M16QAM（サブキャリア：32）
90kHz 5.8kHz 設則別表第二号

空中線電力 ①移動しない無線局 ： 50Ｗ以下 ②移動する無線局 ： 25Ｗ以下 2Ｗ以下 施則第13条の3の3

空中線電力の許
容偏差

上限40%、下限30% 上限20%、下限50% 設則第14条

隣接チャネル漏
洩電力

搬送波の周波数から25kHz離れ
た周波数の（±）12.5kHzの帯域内
に輻射される電力が、搬送波電力
より60デシベル以上低い値である
こと。

搬送波の周波数から37.5kHz離
れた周波数の（±）12.5kHzの帯域
内に輻射される電力が、搬送波電
力より60デシベル以上低い値であ
ること

搬送波の周波数から62.5kHz離
れた周波数の（±）12.5kHzの帯域
内に輻射される電力が、搬送波電
力より60デシベル以上低い値であ
ること。

搬送波の周波数から6.25kHz離れた
±2.1875kHzの帯域内に輻射される電
力が搬送波電力より55dB以上低い値で
あること。

設則第45条の3の6
設則第45条の3の7

不要発射の強度
の許容値

1GHz未満 ： 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が0.25μW以下

1GHz以上 ： 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1μW以下

中心周波数からの離調が9.375kHz（た
だし、チャネル間隔が12.5kHzの場合は
18.75kHzとする。）を超える周波数帯に
おいて、0.25μW以下であること。

設則別表第三号

送信空中線 2.14（±）1dBi以下（移動する無線局） 2.14dBi以下
設則第45条の3の6
設則第45条の3の7

キャリアセンス
機能

送信する周波数の電波と同一の他の無線局から発射された周波数の電波を受信したときの受信機入力レベルが
受信感度レベルの値以上であって、雑音レベルに10デシベルを加算した値又（－）77dBmを超える場合は、電波の
発射を行わないものであること。ただし、応答のための信号の送信はこの限りでない。
・キャリアセンスの受信帯域幅 ： チャネル幅（25kHz、50kHz又は100kHz）
・キャリアセンスの受信時間 ： 送信開始前の2ミリ秒以上
・雑音レベルの値 ： 2ミリ秒毎に１分間連続して測定した値のうちの最小値とし、毎分更新する

なし 設則第45条の3の6

受信装置の副次
的に発する電波

等の限度
2nW以下 2nW以下 設則第24条

（４） デジタル海上無線設備の主な技術基準 8

※「施則」は電波法施行規則を、「設則」は無線設備規則を示す。 下線部の規定は、新規追加の条項として設則第45条の3の6は「VHFデータ交換装置」を、設則第45条の3の7は「デジタル船上通信設備」を規定。



資料２  

電波監理審議会会長会見用資料

平成３０年７月２０日

周波数割当計画の一部を変更する告示案 

（平成３０年７月２０日 諮問第２２号） 

［150MHz帯VHFデータ交換装置及び400MHz帯デジタル船上通信設備の導入］ 

（連絡先）

電波監理審議会について

総務省総合通信基盤局総務課

（梶田課長補佐、濱元係長）

電話：０３－５２５３－５８２９

諮問内容について

総務省総合通信基盤局電波政策課

（竹下周波数調整官、塚本係長）

電話：０３－５２５３－５８７５



諮問第 22号説明資料 

周波数割当計画の一部を変更する告示案 

（150MHz帯 VHFデータ交換装置及び 400MHz帯デジタル船上通信設備の導入） 
 

１ 諮問の概要  

海上移動業務においては、従来、アナログ音声通信が主体であったが、データ通信等の高度化や狭帯域化による周波数逼迫の解

消を目的として、世界無線通信会議（WRC-12及び WRC-15）において、新たに 150MHz帯 VHFデータ交換装置及び 400MHz帯デジタル

船上通信設備に関する周波数分配が行われた。 

また、国際電気通信連合の勧告において、150MHz 帯 VHF データ交換装置及び 400MHz 帯デジタル船上通信設備の技術基準が定め

られ、これら無線設備の国内導入を図るため、平成 30年２月に情報通信審議会情報通信技術分科会において技術的条件が取りまと

められた。 

これらを踏まえ、150MHz 帯 VHF データ交換装置及び 400MHz 帯デジタル船上通信設備の導入のために必要となる周波数割当計画

の変更を行うものである。 

 
 

（１）150MHz帯 VHFデータ交換装置の導入 

150MHz 帯 VHF データ交換装置の導入にあたり、周波数割当表第２表の「周波数の使用に関する条件」の欄から、国内分配が

160.6MHz を超え 160.975MHz 以下の範囲においては「電気通信業務用での使用は国際ＶＨＦ用、公共業務用及び一般業務用での

使用は国際ＶＨＦ用及び船舶自動識別装置用」、国内分配が 161.475MHz を超え 162.05MHz 以下の範囲においては「電気通信業務

用での使用は国際ＶＨＦ用、公共業務用及び一般業務用での使用は国際ＶＨＦ用、船舶自動識別装置用、簡易型船舶自動識別装

置用及び捜索救助用位置指示送信装置用」としている用途の制限を削除する。 

（２）400MHz帯 デジタル船上通信設備の導入 

別表３－５「船上通信局又は船舶局の船上通信設備の周波数表」のうち、(1)を「(1)アナログ変調方式の周波数表」とし、同表

中から「467.525MHz  467.55MHz  467.575MHz」の３波を削除する。また、(2)を「(2)デジタル変調方式の周波数表」とし、同表

中の周波数をチャネル間隔 12.5kHzの 10波からチャネル間隔 6.25kHzの 24波に変更した上で、(3)を削除する。 

２ 変更概要  

１ 



３ 施行期日  
 

答申受領後、速やかに周波数割当計画を変更する。 

 

４ 意見募集結果  

本件に係る行政手続法（平成５年法律第 88号）第 39条第１項の規定に基づく意見公募の手続については、平成 30年５月 19日

（土）から同年６月 18日（月）までの期間において実施済みであり、周波数割当計画の変更に関する意見は無かった。 

２ 



周波数割当計画の一部を変更する告示案
（ 150MHz帯VHFデータ交換装置及び400MHz帯デジタル船上通信設備の導入）

【参考資料】

変更の概要

変更のイメージ

150MHz帯VHFデータ交換装置の導入

諮問の概要

150MHz帯VHFデータ交換装置を導入するため、平成30年２月に情報通信審議会情報通信技術分科会において、 ｢150MHz帯デ
ジタルデータ通信設備及び400MHz帯デジタル船上通信設備の技術的条件｣の一部答申を受けたことを踏まえ、それらに必要となる
周波数割当計画の変更を行うものである。

３

150MHz帯VHFデータ交換装置の導入にあたり、周波数割当表の「周波数の使用に関する条件」の欄から、160.6MHzを超え
160.975MHz以下では、国際ＶＨＦ用、船舶自動識別装置用、161.475MHzを超え162.05MHz以下の範囲では、国際ＶＨＦ用、船舶自動
識別装置用、簡易型船舶自動識別装置用及び捜索救助用位置指示送信装置用としている用途の制限を削除する。

国内分配(MHz) 無線局の目的 周波数の使用に関する条件

160.6-
160.975

海上移動 電気通信業務用
公共業務用
一般業務用

電気通信業務用での使用は国際ＶＨＦ用、公共業務用及
び一般業務用での使用は国際ＶＨＦ用及び船舶自動識別
装置用とし、割当ては別表３－４による。

（略） （略） （略） （略）

161.475-
161.9375

海上移動 電気通信業務用
公共業務用
一般業務用

電気通信業務用での使用は国際ＶＨＦ用、公共業務用及
び一般業務用での使用は国際ＶＨＦ用、船舶自動識別装
置用、簡易型船舶自動識別装置用及び捜索救助用位置
指示送信装置用とし、割当ては別表３－４による。

161.9375-
161.9625

海上移動
海上移動衛星（地
球から宇宙）J63A

電気通信業務用
公共業務用
一般業務用

電気通信業務用での使用は国際ＶＨＦ用、公共業務用及
び一般業務用での使用は国際ＶＨＦ用、船舶自動識別装
置用、簡易型船舶自動識別装置用及び捜索救助用位置
指示送信装置用とし、割当ては別表３－４による。

161.9625-
161.9875

海上移動 電気通信業務用
公共業務用
一般業務用

電気通信業務用での使用は国際ＶＨＦ用、公共業務用及
び一般業務用での使用は国際ＶＨＦ用、船舶自動識別装
置用、簡易型船舶自動識別装置用及び捜索救助用位置
指示送信装置用とし、割当ては別表３－４による。

（略） （略） （略）

161.9875-
162.0125

海上移動
海上移動衛星（地
球から宇宙） J63A

電気通信業務用
公共業務用
一般業務用

電気通信業務用での使用は国際ＶＨＦ用、公共業務用及
び一般業務用での使用は国際ＶＨＦ用、船舶自動識別装
置用、簡易型船舶自動識別装置用及び捜索救助用位置
指示送信装置用とし、割当ては別表３－４による。

162.0125-
162.05

海上移動 電気通信業務用
公共業務用
一般業務用

電気通信業務用での使用は国際ＶＨＦ用、公共業務用及
び一般業務用での使用は国際ＶＨＦ用、船舶自動識別装
置用、簡易型船舶自動識別装置用及び捜索救助用位置
指示送信装置用とし、割当ては別表３－４による。

（略） （略） （略）

国内分配(MHz) 無線局の目的 周波数の使用に関する条件

160.6-
160.975

海上移動 電気通信業務用
公共業務用
一般業務用

割当ては別表３－４による。

（略） （略） （略） （略）

161.475-
161.9375

海上移動 電気通信業務用
公共業務用
一般業務用

割当ては別表３－４による。

161.9375-
161.9625

海上移動
海 上 移 動 衛 星
（地球から宇宙）
J63A

電気通信業務用
公共業務用
一般業務用

割当ては別表３－４による。

161.9625-
161.9875

海上移動 電気通信業務用
公共業務用
一般業務用

割当ては別表３－４による。

（略） （略） （略）

161.9875-
162.0125

海上移動
海 上 移 動 衛 星
（地球から宇宙）
J63A

電気通信業務用
公共業務用
一般業務用

割当ては別表３－４による。

162.0125-
162.05

海上移動 電気通信業務用
公共業務用
一般業務用

割当ては別表３－４による。

（略） （略） （略）

【変更前】 【変更後】

（下記変更イメージを参照）



【参考資料】

変更の概要

400MHz帯デジタル船上通信設備の導入

諮問の概要

400 MHz帯デジタル船上通信設備を導入するため、平成30年２月に情報通信審議会情報通信技術分科会において、｢150MHz帯デ
ジタルデータ通信設備及び400MHz帯デジタル船上通信設備の技術的条件｣の一部答申を受けたことを踏まえ、400MHz帯デジタル
船上通信設備の導入のために必要となる周波数割当計画の変更を行うものである。

４
周波数割当計画の一部を変更する告示案

（ 150MHzVHF帯データ交換装置及び400MHz帯デジタル船上通信設備の導入）

従来のアナログ変調方式の467.525MHz  467.55MHz  467.575MHzについては、利用実態がないことから今回のデジタル変調方式
の導入に併せて当該周波数を削除し、また、当該通信設備を使用する場合の周波数について、利用効率の観点からデジタル変調方
式についてはチャネル間隔6.25kHzのみと施行規則において定めることとしたことから、チャネル間隔12.5kHzは削除する。
具体的には、別表３－５「船上通信局又は船舶局の船上通信設備の周波数表」のうち、(1)を「(1)アナログ変調方式の周波数表」とし、

同表中から「467.525MHz  467.55MHz  467.575MHz」の３波を削除する。また、(2) を「(2)デジタル変調方式の周波数表」とし、同表中
の周波数をチャネル間隔12.5kHzの10波からチャネル間隔6.25kHzの24波に変更した上で、(3) を削除する。

457.525 457.55 457.575

・アナログ用周波数のうち467MHz帯は、

利用実態がないことを踏まえて、削除
する。

・デジタル用周波数は、周波数の有効利
用の観点から、12.5kHz間隔のものは
削除し、6.25kHz間隔のみとする。

【アナログ用周波数】

ch間隔 25kHz 6波 ⇒ 3波

【デジタル用周波数】
ch間隔 12.5kHz 10波 ⇒ 削除
ch間隔 6.25kHz 24波

変更のイメージ

変更案の周波数割当計画

467.525 467.55 467.575 ［MHz］

【457MHz帯】 【467MHz帯】

457.525 457.55 457.575 467.525 467.55 467.575 ［MHz］
【457MHz帯】 【467MHz帯】

現行の周波数割当計画

25kHz間隔

12.5kHz間隔

6.25kHz間隔

457.525 457.55 457.575 467.525 467.55 467.575 ［MHz］

25kHz間隔

6.25kHz間隔

457.525 457.55 457.575 467.525 467.55 467.575 ［MHz］



                                       資料３  

電波監理審議会会長会見用資料                  

 

                                  平成３０年７月２０日 

 

 

 

平成２９年度電波の利用状況調査の評価 
（平成３０年７月２０日 諮問第２３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （梶田課長補佐、濱元係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省合通信基盤局電波部電波政策課 

                         （福田課長補佐、宮良係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８７４ 
 



 
１ 

諮問第 23号説明資料 

平成 29年度電波の利用状況調査の評価 

１ 諮問の概要  

技術の進歩に応じた電波の最適な利用を実現するため、電波法第 26条の２の規定に基づき、周波数を３区分に分け、毎年、電波の

利用状況を調査し、電波の有効利用の程度を評価している。 

平成 29 年度は、714MHz 以下の周波数を利用する無線局が対象となっており、当該周波数帯における電波の有効利用の程度の評価

について諮問するものである。 

 

２ 調査・評価の対象 

○平成 29年３月１日現在において、714MHz以下の周波数を利用する無線局 

○無線局数：約 436.2万局 

○免許人数：約 170.4万者 

 

３ 調査・評価の概要 

本周波数帯の全体的な評価としては、適切に利用されていると判断できる。 

周波数区分ごとの調査・評価結果については、別紙のとおりであるが、全体としての主な特徴点は以下のとおりである。 

○周波数区分ごとの無線局数は、335.4MHz 超 714MHz以下の周波数の電波を使用する無線局が最も多く、全体の約 56.4%を占め、次い 

で、50MHz超 222MHz以下の周波数の電波を使用する無線局が全体の約 26.5%を占めている。 

○各総合通信局における無線局数の推移は、中国局と九州局では約 0.6%減少し、関東では約 11%の増加、その他の局は数％ほど増加

傾向がみられ、全体としては、増加傾向にある。 

○電波に関する需要動向については、簡易無線局は 50MHz超 222MHz以下の周波数区分で減少している一方で、335.4MHz超 714MHz以

下の周波数区分で大幅に増加している。また、222MHz 超 335.4MHz 以下の周波数区分では、防災行政無線や消防用無線の移行先で

あることからこれらの無線局が大幅に増加している。 



2

平成３０年７月
総合通信基盤局電波部

電波政策課

平成２９年度
電波の利用状況調査の評価

【参考資料】



3「平成29年度電波の利用状況調査」の概要

（１） 目 的： 技術の進歩に応じた電波の最適な利用を実現するため、原則３年を周期として電波の
利用状況を調査、電波の有効利用の程度を評価。この評価結果を踏まえ、周波数割当
計画の作成・改正等を実施。

（２） 根拠条文：電波法第26条の２

（３） 調査対象： 平成29年３月１日において、714MHz以下の周波数の電波を利用する無線局

（４） 調査対象： 無線局数 約４３６.２万局
免許人数 約１７０.４万者

（５） 調査事項： 免許人数、無線局数、通信量、具体的な使用実態、電波有効利用技術の導入予定、
他の電気通信手段への代替可能性 等

（６） 調査方法： 全国11の総合通信局（沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。）の管轄ごとに、次の
調査を実施
① 総合無線局管理ファイルを活用して、免許人数・無線局数等の集計・分析
② 免許人に対して、無線局の使用実態や電波の有効利用技術の導入予定等を質問し
その回答を集計・分析

（７） 意見募集： 評価結果案について、平成30年５月26日（土）から６月25日（月）までの間、意見
募集を行った結果、92件の意見提出があった。

（８） 充実させた点: ① 一部の無線システムの通信時間、災害対策等の状況について分析
② 調査・分析結果を地図やレーダーチャートを用いて見やすさの向上を図る

（９） 変 更 点：電波利用システム毎の電波の利用状況を把握するため、当該システム毎の無線局数と
して計上した。また、免許人数についても同様の考え方で計上した。（714MHz以下の周波数
帯については、平成26年度調査までは、同一周波数区分では複数の電波利用システムに属していても１局として計上）

※複数の電波利用システムに属している無線局は、当該複数分をカウントしているため、実際の無線局数より多い。

（参考） 平成28年度：714MHzを超え3.4GHz以下の周波数の電波を利用する無線局、平成27年度：3.4GHz超の周波数の電波を利用する無線局

※複数の電波利用システムを利用している免許人は、当該複数分をカウントしているため、実際の免許人数より多い。



4714MHz以下の全体的な調査・評価結果

①26.175MHz以下

7.4%(322,853局)

②26.175MHz超50MHz

以下

6.4%(279,528局)

③50MHz超222MHz

以下

26.5%(1,154,974局)

④222MHz超335.4MHz

以下

3.3%(145,380局)

⑤335.4MHz超714MHz

以下

56.4%(2,459,558局)

周波数区分ごとの無線局数の割合及び局数

北海道 東北 関東 信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄

平成23年度 264,867 332,545 903,446 154,252 88,242 379,514 418,735 224,971 133,448 323,788 25,031

平成26年度 256,814 329,390 991,658 153,540 87,487 380,177 434,458 217,076 133,987 318,451 24,842

平成29年度 257,524 341,325 1,104,853 158,590 88,542 395,842 457,963 215,691 136,901 316,522 26,552

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000
（無線局数）

平成23年度 平成26年度 平成29年度

無線局数の推移（各総合通信局の比較）※

[1] 周波数区分ごとの無線局数は、335.4MHz超714MHz以下の周波数の電波を使用する無線局が最も多く、全体の約56.4%を占め、次い
で、50MHz超222MHz以下の周波数の電波を使用する無線局が全体の約26.5%を占めている。

[2] 各総合通信局における無線局数の推移は、中国局と九州局では約0.6%減少し、関東局では約11%の増加、その他の総合通信局では
数％ほど増加傾向がみられ、全体としては、増加傾向にある。

[3] 電波に関する需要動向については、簡易無線局は50MHz超222MHz以下の周波数区分で減少している一方で、335.4MHz超714MHz以
下の周波数区分で大幅に増加している。また、222MHz超335.4MHz以下の周波数区分では、防災行政無線や消防用無線の移行先であ
ることからこれらの無線局が大幅に増加している。

○ 本周波数帯の全体的な評価としては、適切に利用されていると判断できる。各周波数区分ごとの調査・評価結果は、次ページ以降に記載
しているが、全体としての主な特徴は以下のとおりである。

※ 本表に限り、過去の総合通信局別無線局数の推移と比較するため、平成29年度の無線局数の計上は平成23年度、平成26
年度の計上と同じ方法（複数の電波利用システムに属しても１局として計上）による局数として比較しているものです。
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調査結果のポイント

評価結果のポイント

 本周波数帯の無線局数について、全体の約98％がアマチュア無線（317,622局）で利用されている。アマチュア無線HFは減少傾向に
ある一方で、アマチュア無線LF･MFは増加傾向にある。

 その他無線システムについては、大半の電波利用システムは減少傾向であるが、路側通信（特別業務の局）MF等は増加傾向にある。

 本周波数帯は、電離層反射等による長距離伝送が可能であるという特性を有し、中波放送、短波放送、航空通信システム、船舶通信
システム等の陸上、海上及び航空の各分野の多様で重要な電波利用システムで利用されていること、また、船舶無線及び航空無線の
システムでは今後も一定の需要が見込まれていることを踏まえ判断すると、適切に利用されていると認められる。

26.175MHz以下の周波数帯

無線システム別の無線局数の推移

*1平成23年度のアマチュア無線HFの局数は、26.175MHz以下に属している局数を集計したものです。
*2「その他」の主なシステム【平成23、26、29年度局数】

：航空無線（航空機局）HF【365、403、462局】、 船舶無線（海岸局）HF【89、84、76局】、 短波放送HF（放送）【4、3、3局】

                        

アマチュア無線HF アマチュア無線LF・MF
船舶無線(船舶局・特

定船舶局)HF
ラジオ・ブイ(無線標定

移動局)HF
中波放送MF(放送)

路側通信(特別業務の

局)MF
その他(*1)

平成23年度 253,174 0 2,740 1,057 624 418 617

平成26年度 234,316 89,507 2,544 863 625 568 636

平成29年度 222,746 94,876 2,352 831 623 581 698

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

平成23年度 平成26年度 平成29年度（無線局数）

-

*2

*1

(注) LF : 30kHz超300kHz以下の周波数帯
MF : 300kHz超3MHz以下の周波数帯
HF : 3MHz超30MHz以下の周波数帯
（本表では3MHz超26.175MHz以下
の周波数帯）



626.175MHz超50MHz以下の周波数帯

                        

アマチュア無線28MHz
船舶無線(船舶局・特

定船舶局)27MHz
船舶無線(船舶局・特

定船舶局)40MHz

海洋レーダーVHF(無線

標定陸上局・無線標定

移動局)

ラジオ・ブイ(無線標定

移動局)40MHz
船舶無線(海岸

局)27MHz
その他(*1)

平成23年度 257,472 49,683 5,407 0 1,041 711 1,777

平成26年度 239,140 44,948 5,109 1,100 1,100 690 1,514

平成29年度 228,241 41,837 4,947 1,177 1,174 654 1,159

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

平成23年度 平成26年度 平成29年度（無線局数）

-

*

*「その他」の主なシステム【平成23、26、29年度局数】
：魚群探知テレメータ（陸上移動局・携帯局）40MHz【368、335、323局】、グライダー練習用無線（陸上移動局・携帯局）27MHz【319、293、282局】

調査結果のポイント

評価結果のポイント

 本周波数帯の無線局数について、全体の約82%がアマチュア無線（228,241局）、全体の約17%が船舶無線（47,496局）に利用さ
れているほか、海洋レーダーVHFやラジオ・ブイ等の船舶関係の通信に利用されている。

 大半の無線システムは減少傾向にあるが、平成25年に制度整備を実施した海洋レーダーVHFやラジオ･ブイでは、増加傾向である。

 船舶無線の局数は減少傾向にあるが、漁船の安全操業等を確保するためには船舶無線は必要不可欠であり、今後も一定の需要が見込
まれる。

 船舶通信システム等の重要な電波利用システム、アマチュア無線、新たな海洋レーダーVHFなど広く利用されているとともに、ラジ
オ・ブイ等の一部の電波利用システムでは増加傾向が見られることを踏まえ判断すると、適切に利用されていると認められる。

無線システム別の無線局数の推移
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*「その他」の主なシステム【平成23、26、29年度局数】
：市町村防災用無線（陸上移動局・携帯局）150MHz【17,103、16,668、12,096局】、県防災端末系無線（陸上移動局・携帯局）150MHz【4,826、3.983、2,794局】
放送中継用無線（固定局）60MHz【82、82、81局】、放送中継用無線（固定局）160MHz【20、27、32局】、FM補完放送VHF【0、0、53局】

50MHz超222MHz以下の周波数帯

アマチュア無線

145MHz
アマチュア無線52MHz 簡易無線150MHz

陸上運輸用無線(陸上

移動局・携帯

局)150MHz

列車無線(陸上移動

局・携帯局)150MHz
オーブコム(携帯移動

地球局)149MHz
その他(*1)

平成23年度 426,055 253,545 137,664 51,327 38,276 22,639 181,433

平成26年度 408,560 242,231 123,528 48,511 36,644 25,510 183,419

平成29年度 405,972 234,277 113,755 46,703 37,160 25,631 162,436

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

平成23年度 平成26年度 平成29年度（無線局数）

*

調査結果のポイント

評価結果のポイント

 本周波数帯の無線局数について、全体の約62%がアマチュア無線（640,249局）、約11%が簡易無線（113,755局）に利用されてい
るほか、陸上運輸用無線や列車無線等の多様で重要な電波利用システムに利用されている。

 150MHz帯アナログ方式の移動系防災無線は、260MHz帯デジタル方式へ移行しており、局数が減少傾向にある。FM補完放送は平成26
年の制度整備以降、置局が進められている。そのほか、列車無線やオーブコム等、一部増加傾向が見られるが、大半の無線システムは
減少傾向である。

 鉄道等の公共分野の自営通信のほか、ＦＭ放送等の多様で重要な電波利用システムに利用され、また新たに整備されたFM補完中継局の
設置状況等を踏まえ判断すると、適切に利用されていると認められる。

 放送中継用無線（固定局）の受信機の通過帯域幅の調査結果、占有周波数帯幅の許容値に比べ相当広い通過帯域幅をもつ受信機を使用
しており、必要以上に他の無線局の周波数利用を妨げている場合があることから、デジタル方式への移行等を推進する必要がある。

無線システム別の無線局数の推移



8222MHz超335.4MHz以下の周波数帯

                        

消防用デジタル無線(陸
上移動局・携帯

局)260MHz

市町村防災用デジタル

無線(陸上移動局・携帯

局)260MHz

県防災用デジタル無線

(陸上移動局・携帯

局)260MHz

消防用デジタル無線(基
地局・携帯基地

局)260MHz

航空機用救命無線(航
空機局)250MHz

消防用デジタル無線(固
定局)260MHz

その他(*1)

平成23年度 1,894 27,669 2,055 88 1,620 0 1,800

平成26年度 26,369 41,562 2,935 664 1,728 135 2,098

平成29年度 75,768 55,403 5,160 2,546 1,721 1,018 2,579

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

平成23年度 平成26年度 平成29年度（無線局数）

*

*「その他」の主なシステム【平成23、26、29年度局数】
：市町村防災用デジタル無線（基地局・携帯基地局・陸上移動中継局）【251、429、713局】、 県防災デジタル無線（固定局）【300、378、389局】、
航空管制用無線（航空局）250MHz【104、114、115局】、電気通信業務用ページャー（無線呼出局）【32、29、37局】

調査結果のポイント

評価結果のポイント

 本周波数帯の無線局数について、全体的に無線局数は増加傾向にあり、特に260MHz帯は、150MHz帯消防用無線及び60MHz帯・
150MHz帯・400MHz帯防災行政無線の移行先であって、消防用デジタル無線（陸上移動局･携帯局）が前回調査より約４万9千局
増えているなど、消防用無線（79,332局）、防災行政無線（62,076局）ともに、順調に移行が進んでいる。

 本周波数帯は、他の周波数帯を使用する消防用無線や防災行政無線の移行先であり、今後も無線局数の増加傾向は続くと見込まれて
いるとともに、防災行政無線、消防用無線、航空通信システム等の多様で重要な電波利用システムに利用されていることを踏まえ判
断すると、適切に利用されていると認められる。

 280MHz帯電気通信業務用ページャー（無線呼出局）については、現状の需要に応じた帯域幅に見直すことが適当である。
 広域向けセンサーネットワークのニーズがあることから、センサーネットワーク用に周波数の確保を検討していくことが必要となっ
ていくと考えられる。

無線システム別の無線局数の推移



9335.4MHz超714MHz以下の周波数帯

                        

簡易無線400MHz アマチュア無線435MHz
デジタル簡易無線

350MHz(登録局)
デジタル簡易無線

460MHz

タクシー用デジタル無線

(陸上移動局・携帯

局)400MHz

列車無線(陸上移動局・

携帯局)400MHz
その他(*1)

平成23年度 451,489 417,460 0 20,092 73,102 65,761 445,561

平成26年度 499,568 401,999 172,443 117,276 100,083 69,986 371,172

平成29年度 515,725 401,192 378,831 242,524 126,058 79,004 369,954

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

平成23年度 平成26年度 平成29年度（無線局数）

*

調査結果のポイント

評価結果のポイント

 本周波数帯の無線局数について、簡易無線局（350MHz、400MHz、460MHz）が約56.4%(1,192,670局）、アマチュア無線が約
19.0%(401,192局)、タクシー用デジタル無線（陸上移動局・携帯局)が約6.0%(126,058局)で全体の約81.4%を占めている。

 本周波数帯は、デジタル化を実施している簡易無線局（350MHz（登録局)、460MHz）は前回調査と比較して２倍以上局数が増加してい
るなど、アマチュア無線を除き全体的に増加傾向にある。

 本周波数帯は、防災行政無線、ガス等の公共分野の自営通信、デジタルテレビジョン放送等、多様で重要な電波利用システムに利用され
るとともに、簡易無線、アマチュア無線、タクシー無線等にも広く利用されており、適切に利用されていると認められる。

 350MHz帯マリンホーンについては、旧規格の使用期限を踏まえ、平成34年までに他の無線システムによる代替等移行を図ることが適当
である。

 本周波数帯を使用している陸上系の電波利用システムで、現在、アナログ方式を採用している無線機器は、周波数の有効利用の観点から、
デジタル化や狭帯域化を促進することが望ましい。

*「その他」の主なシステム【平成23、26、29年度局数】
：簡易無線350MHz【87,693、75,272、55,590局】、 消防用無線（陸上移動局・携帯局）400MHz【16,738、25,202、47,523局】、タクシー用デジタル無線（基地局・携帯基地
局）400MHz【1,152、2,112、3,407局】、ガス事業用無線（陸上移動局・携帯局）400MHz【4,465、4,328、4,397局】、マリンホーン（携帯局）350MHz【2,043、1,316、953局】

無線システム別の無線局数の推移



10防災系ｼｽﾃﾑの災害対策対応状況等（全体）

60MHz、150MHz及び400MHz帯の防災系システム（県防災、市町村防災、その他防災無線等）の通信時間、災害対策（火災、
津波・水害対策、地震）、休日・夜間の復旧体制及び故障対策の対策状況を調査。更に、市町村防災について、地域ごとの分析
を実施した。
防災系システムの通信時間、災害対策（火災、津波・水害、地震）、

休日・夜間の復旧体制及び故障対策の比較分析
市町村防災関連システムの災害対策実施状況比較
(火災、津波・水害、地震対策の各対策の実施状況の平均）

 防災系システム（県防災、市町村防災、その他防災無線等）の災害対策、休日・夜間の復旧体制及び故障対策の状況は、県防災用無線に
おいては高い率で対策が講じられている。一方、市区町村防災においては、県防災用無線に比べその率は低い傾向にある。

 市町村防災関連システムの対策実施状況は、北海道では対策がされていないと回答した免許人が半数を超えている。一方、その他の都府
県では、対策を実施している免許人が半数を超えており、地域により対策状況が異なる。

調査結果のポイント

【その他】に含まれるシステム

・防災無線(固定局･基地局･携帯基地局)60MHz
・災害対策・水防用無線(固定局)60MHz、 400MHz
・災害対策・水防用無線(基地局・携帯基地局)60MHz、150MHz、 400MHz

【県防災用無線】に含まれるシステム
・県防災端末系無線(固定局･基地局･携帯基地局)150MHz、400MHz
・県防災端末系デジタル無線(固定局･基地局･携帯基地局)400MHz

【市区町村防災用無線】に含まれるシステム
・市町村防災用無線(固定局･基地局･携帯基地局)150MHz、400MHz
・市町村防災用同報無線(固定局)60MHz

・その他の防災無線(固定局･基地局･携帯基地局)150MHz、 400MHz
・その他の防災無線(固定局)400MHz

（一部対策有りを含む）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

通信時間（当該システムの平均）

火災対策

津波・水害対策

地震対策

休日・夜間の復旧体制

故障対策

県防災用無線 市町村防災用無線 その他
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市町村防災関連システムの災害対策実施状況等比較
（火災）

市町村防災関連システムの災害対策実施状況等比較
（津波・水害）

 市町村防災関連システムの災害対策のうち火災対策については、いずれの地域においてもおおむね半数以上の免許人が全て又は一部
の無線局において対策を実施している。

 市町村防災関連システムの災害対策のうち津波・水害対策については、北海道、東北、関東及び信越では対策なしと回答した免許人
の割合が半数を超えており、地域により対応が異なる。

調査結果のポイント

防災系ｼｽﾃﾑの災害対策対応状況等（火災、津波・水害：地域別）



12

市町村防災関連システムの災害対策実施状況等比較
（復旧体制）

市町村防災関連システムの災害対策実施状況等比較
（地震）

防災系ｼｽﾃﾑの災害対策対応状況等（地震、休日等の復旧体制:地域別）

 市町村防災関連システムの災害対策のうち地震対策については、東海では全部又は一部の無線局に対して対策有りと回答した免許人の割
合が高く、特に対策が進んでいる。

 市町村防災関連システムの休日・夜間等における災害・故障時の復旧対策については、関東、東海、九州及び沖縄では全ての無線局で体
制が整備されていると回答した免許人数の割合が高い。一方、北海道では対策なしと回答した免許人が25％以上を占めているなど、地域
により体制整備の状況が異なる。

調査結果のポイント



13【参考】 電波の使用状況（その１）

3000kHz以下

1606.5

1907.5
1912.5

160

405

285

325

526.5

1632

1810
1825

2000

航空ビーコン 中波放送（AMラジオ） 船舶・航空通信
漁業用ラジオブイ

船舶通信

海上ﾋﾞｰｺﾝ ・DGPS

船舶無線電信 ・
NAVTEX

標準電波
（40kHz/
60kHz）

路側通信 アマチュア
漁業用ラジオブイ ・

船舶通信

0 3000[kHz]

135.7
137.8

8100

9900

3155

4750

4438

4650

5480

9040

9400

11400

11600

アマチュア
(3500-3575/3599-3612/3680-3687
/3702-3716/3745-3770/3791-3805)

3400

3900
3950
4005

5730
5900

6200

6765

7000

7200

7450

10100
10150

11175

18068

12100

14350

13870
14000

15010

12230

13360
13410
13570

15100

15800

16360

17410
17480

17900
18030

18168

18780
18900
19020

19680
19800

ワイヤレスカード
システム

漁業用無線（1WDSB）

ラジオマイク（微弱型）
市民ラジオ・ラジコン

電波天文

21450

25210

24990
25070

25550

21850
21924

22855

24890

25670

26100
26175

27500

28000

29700

3000kHz～30000kHz

21000[kHz]

30000[kHz]21000

12000

3000 12000[kHz]

：短波放送 ：船舶・航空通信 ：アマチュア ：各種用途（固定・移動）



14【参考】 電波の使用状況（その２）

公共業務（移動）
小型船舶通信

マルチメディア放送
公共業務（移動）

魚群探知テレメータ
ラジオブイ

電通・公共・
一般業務・放送中継

（固定・移動）

FM放送・
コミュニティ放送

航空無線標識（VOR)
計器着陸システム（ILS）

40 7674.8
75.2

9541 50 54 68 108

150.05

146

148

121.5

138

144

航空管制通信
運航管理通信

各種用途
（固定・移動）

船舶通信（国際VHF等）・
放送中継・各種用途

（固定・移動）
公共・一般業務（移動）

154.45
154.61

156

170

137

航空用
救命無線

非静止移動
衛星↓

非静止移動
衛星↑

簡易無線

アマチュア

アマチュア

ラジコン・
ラジオマイク（微弱型）

公共業務（固定・移動）・
ラジコン・ラジオマイク（特定小電力）・

テレメータ・テレコントロール

航空無線標識
（マーカビーコン）

補聴援助用・音声アシストシステム・
ラジオマイク（特定小電力）

30MHz～335.4MHz

287.95

278.15
279.15

253.8

262

275

288

322

328.6

255

公共業務（移動）
航空管制通信

公共業務
（移動）

公共業務（移動）
航空管制通信

計器着陸
システム（ILS）

公共業務（移動）
航空管制通信

無線呼出

276.65
277.95

279.95

243.0

313.625

322.025
322.15

ラジオマイク
（特定小電力）

タイヤ空気圧モニター
キーレスエントリー等

（特定小電力）

無線呼出

無線呼出

コードレス電話
（子機）

航空用
救命無線

公共業務（移動）・
航空管制通信

117.975

222

30 117.975
[MHz]

222
[MHz]

335.4
[MHz]

マルチメディア放送

205

電波
天文

動物検知通報システム（特定小電力）
（142.94，142.95，142.96，

142.97，142.98MHz）

142

各種用途
（固定・移動）

322.425



15【参考】 電波の使用状況（その３）

433.67

434.17

380.2

420

406.025

465.0375

440

406.028

381.325

347.7

430

コードレス電話
（親機）

各種用途
（固定・移動）

特定小電力

国際輸送用データ伝送用
アクティブタグシステム

衛星用非常位置
指示無線標識
（EPIRB）

アナログ簡易無線

465.15

348.5625
348.8

710

335.4MHz～714MHz

714
[MHz]

470
[MHz]

335.4

470

351.16875

351.38125

467
467.4

特定ラジオマイク

デジタル簡易無線

468.55
468.85

アナログ簡易無線

デジタル簡易無線

406.037
406.04 

各種用途（固定・移動）・特定小電力
公共・一般業務
（固定・移動）

アマチュア 各種用途（固定・移動）・特定小電力

TV放送（13～52ch）・エリア放送

714



16（参考） 電波の利用状況調査の調査・評価制度の概要

電波の利用状況の調査

周波数割当計画への反映

調査結果の公表
評価結果（案）に対する意見募集

【調査する事項】
〇 無線局の数
〇 無線設備の使用技術
○ 無線局の具体的な使

用実態
〇 他の電気通信手段へ

の代替可能性 等

３年を周期として、次に掲げる
周波数帯ごとに実施
① 714MHｚ以下
② 714MHｚ超3.4GHｚ以下
③ 3.4GHｚ超

国民の意見
（例）

・新規の電波需要に迅速に対応
するため、電波再配分が必要

・既存の電波利用の維持が必要

意見募集を踏まえた

評価結果（案）の電波監理審議会
への諮問・答申

周波数区分ごとの評価結果の公表
（電波利用ホームページ）

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/research/index.htm

評価結果の公表
（例）

・電波は有効に利用
・使用帯域の圧縮が適当
・中継系の固定局は光ファイ
バ等への転換が適当

①調査 ②調査 ③調査

H17 H16 H15

H20 H19 H18

H23 H22 H21

H26 H25 H24

H29 H28 H27

 電波の一層の有効活用を進めていくためには、無線局免許人の電波の利用状況を的確に把握した上
で電波の再配分等の検討を進めていくことが必要

 このため、平成１４年に電波法を改正し、電波の利用状況の調査・評価制度を導入



                                       資料４  

電波監理審議会会長会見用資料                  

 

                                  平成３０年７月２０日 

 

 

 

指定較正機関の指定 

（平成３０年７月２０日 諮問第２４号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （梶田課長補佐、濱元係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省総合通信基盤局電波部電波環境課 

                         （由本推進官、中村係長） 

                         電話：０３－５２５３－５９０５ 



諮問第 24号説明資料 

指定較正機関の指定 

 

 

１ 諮問の概要  
 

一般財団法人日本品質保証機構（理事長 小林 憲明）から、電波法（昭和 25年法律第 131号。以下「法」という。）第 102条

の 18第２項の規定に基づき、指定較正機関の指定について申請があった。 

審査した結果、申請の内容は同条第５項各号の規定に適合するとともに、申請者は同条第６項各号の欠格事由に該当しないこと

から、申請者を指定較正機関として指定することが適当であると認められる。 

そのため、法第 99条の 11第１項第４号の規定に基づき、指定の適否について電波監理審議会に諮問するものである。 

 

２ 申請の概要  
 

(1) 申請者の名称及び住所 

一般財団法人日本品質保証機構（理事長 小林 憲明） 

東京都千代田区神田須田町一丁目 25番地 

(2) 申請の受付年月日 

平成 30年６月 22日 

(3) 較正の業務を行う事務所の名称及び所在地 

一般財団法人日本品質保証機構 関西試験センター 

大阪府東大阪市水走三丁目８番 19号 

(4) 較正を行おうとする測定器等 

周波数計、スペクトル分析器、電界強度測定器、高周波電力計、電圧電流計、標準信号発生器、周波数標準器 

(5) 較正の業務を開始しようとする日 

平成 30年８月 10日(予定) 

１ 



３ 電波法（抜粋） 

（測定器等の較正）  

第百二条の十八 無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であつて総務省令で定めるもの（以下この条において「測定器等」と

いう。）の較正は、機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者（以下「指定較正機関」という。）にこれを行わせること

ができる。  

２ 指定較正機関の指定は、前項の較正を行おうとする者の申請により行う。 

３～4 （略） 

５ 総務大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定較正機関の指定をしてはならな

い。 

一 職員、設備、較正の業務の実施の方法その他の事項についての較正の業務の実施に関する計画が較正の業務の適正かつ確実な

実施に適合したものであること。 

二 前号の較正の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するものであること。 

三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて総務省令で定める構成員の構成が較正の公正な実施に支障を及ぼすおそれ

がないものであること。 

四 前号に定めるもののほか、較正が不公正になるおそれがないものとして、総務省令で定める基準に適合するものであること。 

五 その指定をすることによつて較正の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。 

６ 総務大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定較正機関の指定をしてはならない。 

一 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過

しない者であること。 

二 第十三項において準用する第三十九条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経

過しない者であること。 

三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。  

７～13 （略） 

２ 



指定較正機関制度について

 登録検査等事業者や登録証明機関が使用する測定器等の正確さを担保するため、国立研究開発法人情報通
信研究機構と総務大臣の指定する者（指定較正機関）により登録検査等事業者等が使用する測定器等の較
正を行う制度。

 現在の指定較正機関は、（一財）テレコムエンジニアリングセンター、キーサイト・テクノロジー（株）、インターテック
ジャパン（株）の3社。

概 要

目的：測定器等の較正により測定に関する技術的正確さを確保

情報通信研究機構
･指定較正機関の較正器を較正

･登録検査等事業者等の測定器等を較正

指定較正機関
・登録検査等事業者等の測定器を較正

登録検査等事業者 登録証明機関

免許人等 無線機器メーカ等

総務省

登録

（検査結果証明書等の提出）

特定無線設備の技術基準への
適合性を審査検査又は点検の実施

＜登録検査等事業者＞
定期的に較正を受けた測
定器等を使用し、無線局の
検査又は点検を実施し、検
査結果を記した証明書を免
許人に交付する事業者

＜登録証明機関＞
定期的に較正を受けた
測定器等を使用し、特
定無線設備の技術基
準の適合の可否を審査
する機関

３
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